
４　水洗化への助成の状況

１戸当り
金額の上限

年利 償還期間
１戸当り
金額の上限

年利 償還期間

(千円) (％) (ヶ月) (千円) (％) (ヶ月)

札幌市 ○ 383 無利子 36

函館市 ○ 460 無利子 40

小樽市 ○ 500 無利子 50

旭川市 ○ 430 無利子 60 ○

室蘭市 ○ 550 0.42 50

釧路市 ○ 600 2.70 60 ○

帯広市 ○ 550 2.03 50

1,000 40 0 無利子 50

(820) (50) (1,400) (3.30) (50)

夕張市 ○ 50

岩見沢市 ○ 470 無利子 40 ○

網走市 ○ 1,000 2.30 60

留萌市 ○ 580 無利子 60 ○

苫小牧市 ○ 600 無利子 60 ○

稚内市 ○ 600 0.03 48

美唄市 ○ 500 4.75 50

芦別市 ○ 600 無利子 60

江別市 ○ 2,500 無利子 40 ○

赤平市 ○ 400 2.00 40

○ ○無利子北見市

その他の
補助等

○

市町村単独

貸付制度

融資斡旋

制度
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砂川市 ○ 500 無利子 50

歌志内市 ○ 400 2.10 50

深川市 ○ 750 2.65 48

富良野市 ○ 450 2.50 45 ○

登別市 ○ 640 3.20 40 ○

恵庭市 ○ 450 3.50 45

伊達市 ○ 500 4.10 60 ○

北広島市 ○ 500 1.70 50

石狩市 ○ 700 3.75 48 ○

北斗市 ○ 50 1.55 50 ○

当別町 ○ 400 4.38 40

知内町 ○ 600 無利子 60 ○

木古内町 ○ 860 1.80 86 ○

七飯町 ○ 45 1.65 45 ○

森町 ○ 500 1.70 50 ○

八雲町 ○ 600 3.60 60 ○

長万部町 ○ 500 2.87 36

江差町 ○ 1,000 3.20 60

上ノ国町 ○ 1,000 3.00 60 ○

奥尻町 ○ 600 無利子 60 ○

今金町 ○ 1,000 3.40 50

せたな町 ○ 3.00 50 ○

乙部町 ○ 500 無利子 50

寿都町 ○ 500 無利子 50 ○

黒松内町 ○ 500 無利子 50 ○
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ニセコ町 ○ 600 4.50 60 ○

真狩村 ○

留寿都村 ○

喜茂別町 ○

京極町 ○ 400 無利子 40

倶知安町 ○ 600 3.50 60 ○

共和町 ○ 600 4.00 60 ○

岩内町 ○ 900 無利子 60 ○

泊村 ○ 2,000 無利子 60 ○

古平町 ○

余市町 ○ 400 4.50 40 ○

赤井川村 ○

南幌町 ○ 500 無利子 50

奈井江町 ○ 0 無利子 60

上砂川町 ○ 500 2.40 48

長沼町 ○ 500 1.75 60 ○

栗山町 ○ 550 1.60 55

浦臼町 ○ 480 2.60 48 ○

新十津川村 ○ 400 1.95 40 ○

沼田町 ○ 1,000 3.00 50 ○

鷹栖町 ○ 450 無利子 45 ○

東神楽町 ○ 400 無利子 50

当麻町 ○ 400 無利子 50 ○

比布町 ○ 800 無利子 50 ○

愛別町 ○ 300 無利子 60
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上川町 ○ 940 3.50 60 ○

東川町 ○

美瑛町 ○ 300 無利子 48 ○

上富良野町 ○ 450 48 ○

中富良野町 ○ 920 無利子 48 ○

南富良野町 ○ 1,000 2.90 60 ○

和寒町 ○ 450 無利子 50 ○

剣淵町 ○ 900 1.85 50

下川町 ○ 900 無利子 60 ○

美深町 ○ 880 無利子 40

増毛町 ○ 580 無利子 60 ○

小平町 ○ 500 3.85 50 ○

苫前町 ○ 1,000 3.30 50 ○

羽幌町 ○ 1,000 3.15 50 ○

遠別町 ○ 700 3.00 60 ○

天塩町 ○ 500 3.50 60

浜頓別町 ○ 450 3.30 45

1,400 2.75 60

(500) (2.80) (50)

豊富町 ○ 700 2.80 60 ○

礼文町 ○ 800 2.90 60 ○

利尻町 ○ 1,200 2.90 60 ○

利尻富士町 ○ 1,200 3.25 60 ○

美幌町 ○ 500 1.80 50

津別町 ○ 550 5.00 60

斜里町 ○

枝幸町 ○
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置戸町 ○

佐呂間町 ○ 500 無利子 50

遠軽町 ○ 750 無利子 60 ○

上湧別町 ○ 1,400 2.65 70 ○

湧別町 ○ 500 2.00 48 ○

滝上町 ○ 1,200 2.80 60 ○

興部町 ○ 550 無利子 55 ○

雄武町 ○ 1,000 2.30 60 ○

大空町 ○ 500 3.10 50

豊浦町 ○ 400 2.90 36 ○

白老町 ○ 480 無利子 48

厚真町 ○ 600 2.50 60 ○

400 40

(500) (60)

安平町 ○ 1,000 3.00 60 ○

むかわ町 ○ 1,000 3.00 60 ○

日高町 ○ 480 無利子 60 ○

新冠町 ○ 60 3.00 60 ○

浦河町 ○ 500 無利子 50 ○

様似町 ○ 600 無利子 60 ○

えりも町 ○ 950 無利子 60 ○

600 4.20 60

(5.20) 60

音更町 ○ 450 3.20 45

士幌町 ○ 500 3.00 36

上士幌町 ○ 600 0.00 60 ○

新得町 ○ 450 無利子 45

○新ひだか町 ○

洞爺湖町 ○ 無利子
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芽室町 ○ 473 3.00 50

中札内村 ○ 550 無利子 55

更別村 ○ 600 無利子 60 ○

大樹町 ○ 440 3.00 44

広尾町 ○ 450 2.90 45

幕別町 ○ 500 2.30 50 ○

池田町 ○ 500 2.75 60

豊頃町 ○ 700 2.90 50 ○

本別町 ○ 600 3.05 60 ○

足寄町 ○ 1,200 無利子 60 ○

陸別町 ○ 600 2.40 60

浦幌町 ○ 1,000 無利子 50

釧路町 ○ 600 2.60 60 ○

厚岸町 ○ 600 3.00 50 ○

浜中町 ○ 1,032 3.00 50 ○

標茶町 ○ 900 2.20 60

弟子屈町 ○ 700 0.02 60 ○

白糠町 ○ 1,000 無利子 60 ○

別海町 ○ 0 無利子 60

中標津町 ○ 1,000 2.80 50

※「平成17年度版下水道統計」（社団法人日本下水道協会）による。

※平成18年3月31日現在。

※表中（　）書きは、市町村合併等で取扱いが複数ある場合の数値。


